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米
海
軍
厚
木
基
地
に
お
け
る
Ｆ
Ｃ
Ｌ
Ｐ
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

去
る
五
月
二
十
二
日
か
ら
二
十
四
日
ま
で
、
米
海
軍
厚
木
基
地
に
お
い
て
三
日
間
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
米
軍
艦
載
機
に
よ

る
地
上
離
着
陸
訓
練
（
Ｎ
Ｌ
Ｐ
を
含
む
Ｆ
Ｃ
Ｌ
Ｐ
）
は
、
周
辺
自
治
体
に
居
住
す
る
多
数
の
市
民
に
筆
舌
に
尽
し
難
い
爆
音
と

恐
怖
を
浴
び
せ
、
耐
え
難
い
苦
痛
を
与
え
た
。
さ
ら
に
加
え
て
、
同
月
二
十
六
日
に
空
母
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
が
横
須
賀

港
を
出
港
し
た
後
に
お
い
て
も
、
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
午
後
十
二
時
過
ぎ
の
深
夜
ま
で
米
軍
艦
載
機
の
ジ
ェ
ッ
ト
機
が
飛
行

を
行
い
、
平
穏
な
市
民
生
活
に
重
大
な
苦
痛
と
被
害
を
与
え
た
。
日
本
共
産
党
は
米
軍
の
傍
若
無
人
の
離
着
陸
訓
練
に
厳
し
く

抗
議
す
る
と
と
も
に
、
政
府
に
対
し
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
認
識
と
対
応
に
つ
い
て
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

厚
木
基
地
周
辺
人
口
は
二
百
四
十
万
人
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
中
に
存
在
す
る
厚
木
基
地
は
全
国
に
類
例
の
な
い
「
人
口

過
密
都
市
の
中
に
あ
る
軍
用
飛
行
場
」
と
し
て
基
地
周
辺
住
民
の
み
な
ら
ず
、
広
域
に
わ
た
る
多
く
の
人
々
に
対
し
、
航
空

機
騒
音
や
事
故
の
不
安
な
ど
を
与
え
、
そ
の
日
常
生
活
に
様
々
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
今
回
の
Ｆ
Ｃ
Ｌ
Ｐ
及
び
そ
の
後

数
日
間
に
及
ぶ
深
夜
に
か
け
て
の
艦
載
機
の
飛
行
に
対
し
て
も
、新
聞
報
道
に
あ
る
よ
う
に
多
数
の
市
民
か
ら
の
抗
議･

苦
情

が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
綾
瀬
市
に
寄
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
「
い
つ
ま
で
続
く
の
か
」、「
国
は
米
軍
に
中
止
要
請
を

し
た
の
か
」、「
騒
音
で
テ
レ
ビ
や
電
話
が
聞
こ
え
な
い
」、「
夜
勤
明
け
な
の
に
眠
れ
な
い
」、「
耐
え
ら
れ
な
い
、
気
が
狂
い
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そ
う
」、「
病
気
の
年
寄
り
が
死
に
そ
う
」、「
防
音
工
事
の
効
果
が
な
い
」、「
騒
音
で
授
業
が
中
断
し
た
」、「
赤
ん
坊
が
震
え

て
病
院
に
行
っ
た
」、「
商
談
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
」、「
米
軍
の
い
い
な
り
に
な
る
な
」
等
、
悲
痛
な
市
民
の
声
が
多
数

寄
せ
ら
れ
て
い
る
。 

 
 
 
 
 
 

そ
こ
で
、
第
一
に
、
米
海
軍
に
よ
る
厚
木
基
地
で
の
突
然
の
通
告
に
よ
る
Ｆ
Ｃ
Ｌ
Ｐ
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い

る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

第
二
に
、
防
衛
省
は
こ
の
市
民
か
ら
の
苦
情
件
数
を
把
握
し
て
い
る
の
か
。
周
辺
自
治
体
及
び
国
に
寄
せ
ら
れ
た
苦
情
件

数
と
併
せ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
同
時
に
、
今
回
の
Ｆ
Ｃ
Ｌ
Ｐ
に
よ
る
騒
音
の
レ
ベ
ル
は
ど
の
程
度
の
も
の
な
の
か
も
含

め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

第
三
に
、第
三
次
厚
木
基
地
爆
音
訴
訟
に
関
す
る
二
〇
〇
六
年
七
月
の
東
京
高
裁
判
決
に
お
い
て
も
、「
米
海
軍
厚
木
基
地

の
爆
音
は
違
法
状
態
に
あ
る
」
と
認
定
さ
れ
て
い
る
が
、
日
米
安
保
条
約
の
運
用
上
、
周
辺
住
民
の
被
る
耐
え
難
い
苦
痛･

被
害
も
や
む
な
し
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

二 

今
回
の
Ｆ
Ｃ
Ｌ
Ｐ
実
施
に
係
る
自
治
体
へ
の
連
絡
に
つ
い
て
の
事
実
関
係
に
関
し
て
、
防
衛
省
の
説
明
で
は
、
在
日
米
軍

か
ら
五
月
二
十
一
日
夜
九
時
頃
に
メ
ー
ル
で
、「
空
母
の
出
港
が
遅
れ
る
の
で
、そ
れ
に
伴
っ
て
一
部
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
資
格
が
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失
効
す
る
た
め
、
厚
木
で
の
訓
練
を
二
十
二
日
か
ら
二
十
四
日
ま
で
行
う
」
と
い
う
連
絡
が
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
て
翌
二
十

二
日
朝
八
時
三
十
分
頃
に
、
防
衛
省
か
ら
関
係
自
治
体
に
通
知
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
関
係
自
治
体
か
ら
す
れ
ば
、

事
前
の
連
絡
も
一
切
な
く
、訓
練
実
施
の
通
知
が
、そ
の
訓
練
の
直
前
に
な
さ
れ
る
と
い
う
理
不
尽
極
ま
り
な
い
話
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
外
務
省
を
通
じ
て
横
須
賀
市
に
は
五
月
二
十
日
に
、「
二
十
一
日
午
前
九
時
頃
出
港
予
定
で
あ
る
」
旨
の
通
知
が
な

さ
れ
た
が
、そ
の
後
二
十
一
日
の
午
前
九
時
頃
に「
ジ
ョ
ー
ジ･

ワ
シ
ン
ト
ン
の
出
港
が
未
定
に
な
っ
た
」と
の
通
知
が
あ
り
、

そ
の
後
二
十
一
日
の
午
後
三
時
十
五
分
に
「
ジ
ョ
ー
ジ･

ワ
シ
ン
ト
ン
の
出
港
中
止
」
の
連
絡
が
な
さ
れ
て
い
る
（
横
須
賀
市

Ｈ
Ｐ
の
報
道
発
表
一
覧
二
〇
一
二
年
五
月
に
よ
る
）。
し
た
が
っ
て
、
二
十
一
日
の
午
前
に
は
何
ら
か
の
事
態
が
ジ
ョ
ー
ジ･

ワ
シ
ン
ト
ン
に
生
じ
て
い
た
こ
と
は
十
分
に
推
測
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
空
母
出
港
時
に
は
追
尾
す
る
放
射
能
モ
ニ

タ
ー
船
「
き
ぬ
が
さ
」
も
二
十
一
日
午
前
九
時
三
十
分
頃
に
は
長
浦
港
に
戻
っ
て
い
る
。 

そ
こ
で
、
第
一
に
、
今
回
の
Ｆ
Ｃ
Ｌ
Ｐ
実
施
に
つ
い
て
の
米
側
か
ら
の
通
告
が
な
ぜ
も
っ
と
早
い
時
間
に
で
き
な
か
っ
た

の
か
、
午
後
九
時
と
い
う
関
係
自
治
体
へ
の
連
絡
も
困
難
な
時
間
に
行
わ
れ
た
の
か
、
そ
の
経
過
の
詳
細
に
つ
い
て
政
府
の

承
知
す
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

第
二
に
、
こ
の
米
側
か
ら
の
連
絡
そ
の
も
の
に
対
し
て
、
当
然
訓
練
の
中
止
を
求
め
る
な
ど
の
対
応
を
と
る
べ
き
と
思
う
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が
、
政
府
と
し
て
ど
う
対
応
し
た
の
か
、
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。 

三 
五
月
二
十
二
日
付
の
「
空
母
ジ
ョ
ー
ジ･

ワ
シ
ン
ト
ン
艦
載
機
の
着
陸
訓
練
に
つ
い
て
」
と
い
う
防
衛
省
の
（
お
知
ら
せ
）

文
書
で
は
、
訓
練
期
間
と
し
て
五
月
二
十
二
日
（
火
）
～
五
月
二
十
四
日
（
木
）
九
時
～
二
十
時
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、

在
日
米
海
軍
の
Ｈ
Ｐ
で
は
、
そ
の
実
施
時
間
に
つ
い
て
は
午
前
九
時
～
午
後
十
時
と
し
て
お
り
、
日
本
政
府
へ
の
通
知
時
間

と
異
な
っ
て
い
た
。
実
際
に
訓
練
が
終
わ
っ
た
時
刻
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
防
衛
省
が
周
辺
自
治
体
へ
通
告
し
た
訓
練
の
終

了
時
刻
は
、
二
十
二
日
が
二
十
時
五
十
一
分
、
二
十
三
日
は
二
十
一
時
五
十
九
分
で
あ
り
、
二
十
四
日
は
十
九
時
四
十
五
分

で
あ
っ
た
。
周
辺
住
民
か
ら
す
れ
ば
午
後
八
時
に
は
苦
痛
極
ま
り
な
い
訓
練
が
終
わ
る
と
い
う
期
待
も
裏
切
ら
れ
た
ば
か
り

で
な
く
、
通
告
に
反
し
就
寝
時
間
ま
で
轟
音
を
撒
き
散
ら
し
た
の
で
あ
る
。
少
し
で
も
理
不
尽
な
訓
練
の
爆
音
被
害･

苦
痛
か

ら
逃
れ
た
い
と
い
う
住
民
か
ら
す
れ
ば
、
通
告
に
も
な
い
訓
練
と
な
っ
た
こ
と
は
許
し
難
い
こ
と
で
あ
る
。
政
府
と
し
て
米

側
に
抗
議
し
、
釈
明
を
求
め
る
の
は
当
然
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

四 

今
回
の
Ｆ
Ｃ
Ｌ
Ｐ
の
強
行
の
原
因
は
米
側
に
よ
れ
ば
、「
空
母
の
運
用
上
の
都
合
に
よ
る
出
港
の
遅
れ
」
と
し
て
い
る
が
、

そ
れ
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
。
空
母
ジ
ョ
ー
ジ･

ワ
シ
ン
ト
ン
は
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
工
事
完
了
後
、
五
月
十
二
日
か
ら
十
六
日
の
五

日
間
に
わ
た
っ
て
試
験
航
海
を
行
い
五
月
十
六
日
の
十
二
時
四
十
七
分
に
は
横
須
賀
基
地
に
帰
港
し
て
い
る
（
横
須
賀
市
報
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道
発
表
資
料
）。
こ
の
試
験
航
海
で
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
工
事
の
確
認
を
行
っ
た
上
で
、
出
港
日
を
五
月
二
十
一
日
と
決
定
し
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
直
後
に
、
あ
え
て
出
港
を
延
期
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
相
当
重
大
な
原
因
が
あ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で

あ
る
。
ど
の
よ
う
な
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
た
の
か
、
原
子
炉
に
関
わ
る
事
故
で
は
な
い
の
か
、
政
府
の
承
知
す
る
と
こ
ろ
を
示

さ
れ
た
い
。
ま
た
、
周
辺
住
民
に
か
つ
て
な
い
深
刻
な
爆
音
被
害
を
与
え
た
米
軍
に
対
し
て
、
原
子
力
空
母
ジ
ョ
ー
ジ･

ワ
シ

ン
ト
ン
の
出
港
延
期
の
理
由
の
公
表
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

五 

今
回
の
厚
木
基
地
周
辺
で
の
爆
音
被
害
は
、
通
知
さ
れ
た
Ｆ
Ｃ
Ｌ
Ｐ
が
終
了
し
、
ジ
ョ
ー
ジ･

ワ
シ
ン
ト
ン
が
二
十
六
日
に

本
格
的
に
出
港
し
た
後
に
も
発
生
し
て
い
る
こ
と
は
重
大
で
あ
る
。
空
母
が
本
格
的
に
出
港
し
て
い
る
以
上
、
艦
載
機
は
厚

木
基
地
に
戻
る
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
深
夜
に
厚
木
基
地
に
も
ど
り
二
十
七
日
か
ら
三
十
一
日
に

か
け
て
も
激
し
い
爆
音
を
撒
き
散
ら
し
、
住
民
に
更
な
る
苦
痛
を
与
え
た
。
大
和
市
、
綾
瀬
市
及
び
相
模
原
市
に
寄
せ
ら
れ

た
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
に
か
け
て
の
苦
情
件
数
の
合
計
は
五
百
十
一
件
に
及
ん
で
い
る
。 

 

政
府
は
こ
の
事
態
に
つ
い
て
ど
う
認
識
し
て
い
る
の
か
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
騒
音
被
害
が
Ｆ
Ｃ
Ｌ
Ｐ
終
了
後
も
発
生
し

た
の
か
、
そ
の
原
因
は
何
か
、
米
側
に
釈
明
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

六 

今
回
米
軍
が
厚
木
基
地
で
強
行
し
た
Ｆ
Ｃ
Ｌ
Ｐ
に
対
し
て
、
神
奈
川
県
知
事
を
は
じ
め
大
和
市
、
綾
瀬
市
、
相
模
原
市
、
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藤
沢
市
、
茅
ヶ
崎
市
、
海
老
名
市
、
座
間
市
、
横
浜
市
、
町
田
市
の
各
自
治
体
の
首
長
が
五
月
二
十
二
日
に
連
名
で
中
止
要

請
を
駐
日
米
国
大
使
、
在
日
米
軍
司
令
官
、
在
日
米
海
軍
司
令
官
、
厚
木
航
空
施
設
司
令
官
、
そ
し
て
外
務
・
防
衛
大
臣
に

対
し
て
も
行
っ
て
い
る
。
こ
の
中
止
要
請
に
対
し
て
、
在
日
米
海
軍
司
令
官
は
、「
厚
木
基
地
周
辺
住
民
へ
の
負
担
が
最
小
限

と
な
る
よ
う
努
力
す
る
」、
米
海
軍
厚
木
航
空
施
設
司
令
官
は
、「
訓
練
の
実
施
に
伴
う
騒
音
や
、
日
頃
か
ら
騒
音
問
題
が
発

生
し
て
い
る
こ
と
も
承
知
し
て
い
る
が
、
地
域
住
民
の
方
へ
の
配
慮
に
つ
い
て
最
善
を
つ
く
し
た
い
」
と
い
ず
れ
も
口
頭
で

述
べ
て
い
る
（
五
月
二
十
二
日
横
浜
市
記
者
発
表
資
料
）。
ま
た
、
外
務
・
防
衛
大
臣
も
、「
厚
木
で
の
影
響
を
最
小
限
に
と

ど
め
る
よ
う
求
め
て
い
き
た
い
」
と
回
答
し
て
い
る
（
同
記
者
発
表
資
料
）。 

そ
れ
で
は
、
米
側
は
こ
の
要
請
に
対
し
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
努
力
や
配
慮
を
行
っ
た
の
か
、
政
府
の
承
知
す
る
と

こ
ろ
を
示
さ
れ
た
い
。「
負
担
が
最
小
限
と
な
る
よ
う
努
力
す
る
」
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
本
来
の
訓
練
計
画
の
全
容
、
訓
練

を
受
け
る
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
人
数
、
訓
練
に
使
用
す
る
艦
載
機
の
数
と
種
類
、
訓
練
開
始
時
間
と
終
了
時
間
な
ど
を
把
握
し
、

そ
れ
が
ど
の
く
ら
い
に
ま
で
縮
小
さ
れ
た
の
か
を
政
府
と
し
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
と
し
て
米
側
に

こ
れ
ら
の
確
認
を
行
っ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
日
米
合
同
委
員
会
で
承
認
さ
れ
た
厚
木
基
地
飛
行
場
周
辺
の
騒
音
軽
減
措
置

に
つ
い
て
の
取
決
め
、
例
え
ば
、
抑
制
さ
れ
た
ア
フ
タ
ー
バ
ー
ナ
ー
の
使
用
な
ど
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
の
か
、
政
府
の
承
知
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す
る
と
こ
ろ
を
示
さ
れ
た
い
。 

七 
そ
も
そ
も
一
九
七
三
年
十
月
の
空
母
ミ
ッ
ド
ウ
ェ
ー
の
横
須
賀
母
港
化
の
際
に
は
、
米
軍
は
「
厚
木
基
地
で
は
着
艦
訓
練

は
行
わ
な
い｣
と
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
例
え
ば
、
神
奈
川
県
議
会
基
地
対
策
特
別
委
員
会
に
お
い
て
当
時
の
八
木
渉
外
部

長
は
、「
あ
ら
た
め
て
確
認
を
と
っ
た
と
こ
ろ
、
厚
木
飛
行
場
で
の
着
艦
訓
練
は
行
わ
な
い
と
の
言
質
を
と
っ
た
」
と
答
弁
し

て
い
る
（
一
九
七
三
年
十
月
五
日
付
神
奈
川
新
聞
）。
当
初
、
米
軍
は
約
束
を
守
り
八
年
四
カ
月
間
、
厚
木
基
地
で
の
着
艦
訓

練
を
実
施
し
な
か
っ
た
。 

と
こ
ろ
が
、
一
九
八
二
年
二
月
に
突
然
厚
木
基
地
で
の
Ｎ
Ｌ
Ｐ
を
米
側
は
強
行
し
た
。
そ
の
後
、
Ｎ
Ｌ
Ｐ
の
実
施
を
事
前

に
通
告
す
る
よ
う
に
は
な
っ
た
が
、
一
九
九
八
年
一
月
九
日
に
も
、
当
日
の
通
告
に
よ
る
Ｎ
Ｌ
Ｐ
が
強
行
さ
れ
た
（
午
後
四

時
三
十
分
に
第
一
報
の
通
告
が
あ
り
、
午
後
五
時
三
十
分
に
飛
行
開
始
）。
こ
の
時
に
は
、
一
月
十
八
日
に
行
わ
れ
た
日
米
の

外
務･

防
衛
の
審
議
官
級
の
会
議
で
米
側
は
、「
急
な
こ
と
で
地
元
に
迷
惑
を
か
け
た
」
と
陳
謝
し
、
再
発
防
止
を
約
束
し
、

コ
ー
エ
ン
国
防
長
官
（
当
時
）
は
一
月
二
十
一
日
に
「
Ｎ
Ｌ
Ｐ
が
付
近
住
民
に
迷
惑
を
か
け
た
の
は
遺
憾
だ
」
と
発
言
し
て

い
る
。 

ま
た
、
二
〇
〇
〇
年
四
月
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
に
も
当
日
通
告
に
よ
る
Ｎ
Ｌ
Ｐ
が
強
行
さ
れ
、
と
り
わ
け
二
〇
〇
〇
年
九
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月
は
ジ
ェ
ッ
ト
機
の
艦
載
機
に
よ
る
訓
練
で
あ
っ
た
た
め
に
激
し
い
爆
音
を
撒
き
散
ら
し
、
基
地
周
辺
住
民
と
自
治
体
か
ら

強
い
抗
議
の
声
が
出
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
経
過
の
中
で
、「
Ｎ
Ｌ
Ｐ
の
日
米
両
国
政
府
了
解
事
項
」
が
合
意
さ
れ
た
（
二
〇
〇

二
年
二
月
四
日
）。
こ
の
了
解
事
項
に
よ
れ
ば
、「
１
、
合
衆
国
政
府
は
、
引
き
続
き
で
き
る
限
り
多
く
の
Ｎ
Ｌ
Ｐ
を
硫
黄
島

で
実
施
す
る
。
２
、
合
衆
国
政
府
が
本
土
の
飛
行
場
に
お
い
て
Ｎ
Ｌ
Ｐ
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、

合
衆
国
政
府
は
、
従
来
の
慣
行
を
継
続
し
、
で
き
る
だ
け
早
く
日
本
政
府
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
騒
音
・
環
境
な
ど
の
面

に
最
大
限
配
慮
す
る
」
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
二
〇
〇
七
年
五
月
に
は
当
日
通
告
に
よ
る
ジ
ェ
ッ
ト
機
の
艦
載
機
に
よ

る
Ｎ
Ｌ
Ｐ
が
三
日
間
強
行
さ
れ
、
神
奈
川
県
と
周
辺
自
治
体
に
千
八
十
五
件
の
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
た
。 

そ
し
て
今
回
の
突
然
の
通
告
に
よ
る
Ｆ
Ｃ
Ｌ
Ｐ
の
強
行
は
、
こ
の
「
日
米
両
国
政
府
了
解
事
項
」
ま
で
も
踏
み
に
じ
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。今
回
の
厚
木
基
地
で
の
Ｆ
Ｃ
Ｌ
Ｐ
は
基
地
周
辺
住
民
に
耐
え
難
い
苦
痛
を
も
た
ら
し
た
。

人
口
密
集
地
の
中
に
あ
る
厚
木
基
地
に
お
い
て
は
、
今
後
い
か
な
る
事
情
が
あ
ろ
う
と
も
Ｎ
Ｌ
Ｐ
を
含
む
Ｆ
Ｃ
Ｌ
Ｐ
を
行
わ

な
い
よ
う
に
米
軍
に
求
め
る
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。
ま
た
、
深
夜
の
爆
音
を
も
た
ら
す
厚
木
基
地
を
使
っ
て
の
Ｃ
Ｑ
（
着

艦
資
格
取
得
訓
練
）
も
行
わ
な
い
よ
う
米
側
に
求
め
る
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

八 

厚
木
基
地
の
爆
音
問
題
の
元
凶
に
は
空
母
の
横
須
賀
母
港
が
あ
る
。
空
母
が
横
須
賀
に
入
港
し
て
い
な
い
時
期
は
基
地
周
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辺
住
民
に
対
す
る
爆
音
被
害
は
非
常
に
少
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
空
母
が
横
須
賀
に
入
港
す
る
と
、
厚
木
基
地
周
辺
住
民
は
艦

載
機
の
日
常
訓
練
で
爆
音
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
Ｎ
Ｌ
Ｐ
が
厚
木
基
地
で
実
施
さ
れ
ず
硫
黄
島
だ
け
で
行
わ
れ
る
際

に
も
、
硫
黄
島
で
Ｎ
Ｌ
Ｐ
が
実
施
さ
れ
る
直
前
に
厚
木
基
地
周
辺
で
は
艦
載
機
の
飛
行
が
激
し
く
な
り
、
苦
情
件
数
も
多
く

な
っ
て
い
る
。 

爆
音
被
害
の
抜
本
的
解
決
の
道
は
空
母
の
横
須
賀
母
港
を
止
め
る
こ
と
で
あ
る
。
一
九
七
三
年
十
月
に
空
母
ミ
ッ
ド
ウ
ェ

ー
の
横
須
賀
母
港
が
開
始
さ
れ
た
が
、
当
時
、
政
府
は
「
米
側
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
大
体
三
年
程
度
こ
の
水
域
に
行
動
さ

せ
る
」、「
三
年
程
度
の
期
間
の
行
動
が
終
わ
り
ま
す
と
、
ミ
ッ
ド
ウ
ェ
ー
は
ア
メ
リ
カ
本
土
の
西
海
岸
に
戻
り
ま
し
て
、
そ

こ
で
オ
ー
バ
ー
ホ
ー
ル
と
な
る
」（
一
九
七
三
年
十
月
九
日
衆
議
院
内
閣
委
員
会
、大
河
原
良
雄
外
務
省
ア
メ
リ
カ
局
長
の
答

弁
）
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
空
母
ミ
ッ
ド
ウ
ェ
ー
は
三
年
ど
こ
ろ
か
十
八
年
も
横
須
賀
に
居
座
り
続
け
、
さ
ら
に
イ
ン

デ
ペ
ン
デ
ン
ス
、
キ
テ
ィ
ホ
ー
ク
、
ジ
ョ
ー
ジ･

ワ
シ
ン
ト
ン
と
空
母
の
横
須
賀
母
港
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
今
回
の
厚
木
基

地
で
の
Ｆ
Ｃ
Ｌ
Ｐ
に
よ
る
住
民
の
耐
え
難
い
苦
し
み
も
踏
ま
え
て
、
米
側
に
対
し
て
空
母
の
横
須
賀
母
港
撤
回
を
迫
る
べ
き

と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

九 

最
後
に
、
今
年
二
月
八
日
に
発
生
し
た
Ｅ
Ａ
６
Ｂ
プ
ラ
ウ
ラ
ー
の
部
品
落
下
事
故
に
つ
い
て
、
既
に
事
故
発
生
後
四
カ
月
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以
上
を
経
過
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
米
軍
か
ら
の
事
故
原
因
の
調
査
結
果
の
公
表
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
政
府
と
し

て
事
故
原
因
の
調
査
結
果
の
公
表
を
米
側
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

 
 

右
質
問
す
る
。 


